
■お問い合わせ先　弘前市都市環境部環境管理課　廃棄物政策係　TEL　0172-32-1969

市民の皆様への
大切なおしらせ
市民の皆様への
大切なおしらせ

「家庭系ごみ指定袋制度」は

　中止といたします。

「家庭系ごみ指定袋制度」は

　中止といたします。
ごみの出し方は、現状の袋のままでお出しいただけます。
しかし、ごみを減量しなければいけないことに変わりはありません。
みんなでごみを減量するため、身近なものから取り組みましょう！

生ごみ（厨芥類）
33.3％

紙類
20.3％

木類
6.7％

布類
4.9％

その他可燃　5.1％
不燃　0.6％
処理困難物　0.6％

プラスチック
22.6％

食品ロスとは、食べられる状態であるにも関わらず
廃棄される食品のことです。
食品ロスをなくすることで、大幅なごみの減量化に
つながります。
これまでの調査結果では、特に夏場は生ごみが大幅に
重くなる傾向がありますので、注意しましょう。

家庭から出されたごみは、ごみ
収集車両によって、中間処理施設に
運ばれ、そこで出た焼却灰などは、
埋立処分場に搬入しています。

車両の購入や、施設の建設費だけではなく、
多額の維持管理費がかかっています。
建設費用や維持管理費用などを軽減しながら、
環境負荷の低減を図る必要があります。

ダンボールは貴重な資源ですので、
「ダンボール」の収集日に出しましょう。
　カラスのいたずらを防ぐ目的で使って
いる場合は、ネットなど繰り返し使え
るものを利用しましょう。

生ごみは水分を多く
含んでいます。
ごみ袋に入れる前に、
水キリをすることで
軽くすることができ
ます。

「燃やせるごみ」、「燃やせない
ごみ」は、無色透明または緑色
の半透明袋などを利用してごみを

出してください。

34ɡ減平成28年度の1人1日あたりのごみ量
733グラムからおよそ

減量可能な目安

15ɡ減平成28年度の1人1日あたりのごみ量
733グラムからおよそ

減量可能な目安

平成27～29年
一般廃棄物（家庭系ごみ）
組成分析調査より

燃やせるごみのうち
約5.9％は食品ロス（未使用食品）が
混入しています。

食品ロス（未使用食品）をなくそう 生ごみは水キリを！

市民力で
1日あたり
53ɡの減量を
目指そう！

市民力で
1日あたり
53ɡの減量を
目指そう！

なぜ、
ごみの減量が
必要なのか

なぜ、
ごみの減量が
必要なのか

※このチラシは、「平成30年度ごみの分け方・出し方」と合わせて
　保管してください。

ごみは必ず、収集日の朝８時３０分までに出してください。交通事情などにより収集時間が普段と変わる場合があります。

交通事情などにより収集時間が普段と変わる場合があります。

品　　目

分　　　け　　　方　　・　　出　　　し　　　方

⬆このマークが目印です。

※びんの色ごとに分ける必要はありません。

※かんの素材（アルミ、スチール）ごとに分ける必要はありません。

※化粧品のびん・哺乳びん

※内側が銀色

※ハサミなどで切り開いて袋へ

※細かいものは袋に

※なるべく缶とは別の

　（スプレー缶だけの）

　　　袋に入れる

※断面が波状
※フィルムは取り除く

※フィルムは取り除く

※なるべくつぶして

※生ごみは　水をよく　切る

※紙おむつは　汚物を取り除く

プラスチック・
発泡スチロール

お菓子の箱

包装紙包装紙

紙袋

ゴム・革

CD・ビデオテープ

※細かいものは袋に入れる

・1本の長さ60㎝未満、
　太さ10㎝未満
・1束30㎝以内で1回に3束まで

※　 マークの表記がないもの　

※「雑がみ」で出せるもの

●教科書・参考書・ノート

●トイレットペーパーの芯

●カレンダー　（紙以外は取り外す）

※「燃やせるごみ」は、長さが45cm未満のものが対象です。
指定ごみ袋対象外

※専門業者へ

※使い切って

※厚紙などに　包んで「刃物」
　と表示

蛍光管（45㎝未満）・
電球・電池

漬物石

チラシ

物干台（台座）
物干台（台座）

せともの・ガラス

アルミホイル
金属製品

耐火金庫
耐火金庫

原付バイク
原付バイク

消火器消火器
ガスボンベ
ガスボンベ テレビテレビ

（ブラウン管式・液晶式・プラズマ）

（ブラウン管式・液晶式・プラズマ）

エアコン
エアコン洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫・冷凍庫

冷蔵庫・冷凍庫

冷蔵庫・冷凍庫

自動車部品
自動車部品

バッテリー
バッテリー

薬品類薬品類
ホームタンク
ホームタンク

※「燃やせないごみ」は、長さが45cm未満のものが対象です。

※灯油を　抜いて

※灯油を　抜いて
※「大型ごみ」と必ず表記

※備品には　「集積所用」と
　表示を

※「大型ごみ」は、長さが45cm以上おおよそ180cm未満のものが対象です。

※キャップは外して

※使い切ってから穴をあけてガスを抜く

※軽くすすぐ

※軽くすすぐ

※軽くすすぐ

⬆このマークが目印です。

⬆このマークが目印です。

ティッシュティッシュ⬆このマークが目印です。

家庭から一度に大量に出るごみ

家電リサイクル法対象品目

危険物・有害物など

●お問い合わせ先（平日 8：30～17：00）

弘前市　都市環境部　環境管理課

TEL 35-1130　または　32-1952

店舗や事務所から出るごみ

平成30年度 ごみの分け方・出し方

ごみの分け方・出し方
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■缶の中身は空にして、軽くすすいでください。

■ボトル缶のキャップや缶詰のフタを切り離したものは「⑩

燃やせないごみ」へ出してください。

■スプレー缶・カセットボンベは、中身を使い切り、屋外の

風通しの良い所で穴をあけてから出してください。

■びんの中身は空にして、軽くすすいでください。

■飲み物や食べ物が入っていたガラスびんに限ります。化粧

品などのびんは「⑩燃やせないごみ」へ出してください。

■取り外せるキャップやフタは、プラスチック製は「⑨燃やせ

るごみ」へ、金属製は「⑩燃やせないごみ」へ出してください。

■紙パックの中身は空にして、軽くすすぎ、ハサミなどで切

り開いてください。

■プラスチック製の飲み口などは、取り外して「⑨燃やせる

ごみ」へ出してください。

■内側が銀色のものは「⑨燃やせるごみ」へ出してください。

■　　マークの表示がないものでも、横から見て紙の断面が波

状になっていればダンボールです。

■量が多い場合は、紙ひもなどで十字に縛って束ねてくださ

い。■細かいものは、透明または半透明の袋に入れてください。

■食品など中身が付着している場合は拭き取ってください。

■ティッシュ箱のフィルムなど、紙以外のものは取り除いて

「⑨燃やせるごみ」へ出してください。

■　　マークの表示がないもので、特殊加工がされていない紙

類は、「⑧雑誌・雑がみ」へ出してください。

■　　マークの表示がある飲料品、調味料品などが対象です。

■ペットボトルの中身は空にして、軽くすすいでください。

■ラベルはなるべくはがして「⑨燃やせるごみ」へ出してください。

■キャップは、必ず取り外して「⑨燃やせるごみ」へ出して

ください。

■引越しなどで一度に大量に出るごみは、自ら処理施設へ

搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者へ処分を依頼

してください。（自己搬入の方法は裏面をご覧ください。）

■収集に各家庭で出せる燃やせるごみは一度に5袋までです。

■事業ごみは、たとえ少量でも家庭ごみと一緒に出すこと

はできません。自ら処理施設へ搬入するか、一般廃棄物

収集運搬許可業者へ処分を依頼してください。

■6月30日までは、中身が判別できる無色透明または半透明

の袋に入れてください。（できるだけ町会あっせんの半透明

緑色袋をご利用ください。）

　7月1日からは、弘前市指定ごみ袋に入れてください。

■生ごみ、プラスチック・ゴム・木・革などの燃える素材ででき

た長さ45cm未満のものが「⑨燃やせるごみ」になります。

■金属やガラスなどの燃えない素材が多く含まれていて取り

外せないものは「⑩燃やせないごみ」へ出してください。

■食用油など液状のものは、凝固剤で固めるか布などに染み

込ませてください。

■花火、マッチは十分に水に浸してください。

■6月30日までは、中身が判別できる袋などに入れてください。

　7月1日からは、弘前市指定ごみ袋に入れてください。

■レンガ、ブロック、漬物石、物干台のコンクリート台座な

どは、収集していません。専門の一般廃棄物処理業者へ処

理をお願いしてください。

■ボタン型、充電式電池は収集していません。回収協力店の

回収ボックスを利用してください。詳しくは環境管理課に

お問い合わせください。

■パソコンはできるだけ製造メーカーに回収を申し込むか宅

配便回収をご利用ください。（詳しくは裏面をご覧ください。）

■タテ15cm×ヨコ25cm以内の小型家電については、回収

ボックスも利用できます。（設置場所は裏面をご覧ください。）

■誤収集を防ぐため、なるべく「大型ごみ」と表示してください。

■ごみ集積所で使用するホウキやスコップなどには、「集積所

用」と表示するなどしてください。

■自転車は盗難車などと区別するため、必ず目立つところに

大きく「大型ごみ」と表示してください。

■たたみはノコギリなどで半分に切り、小出しにしてください。

（１回に２畳分まで。）

■大き過ぎたり、硬過ぎるものは収集できない場合があります。

■新聞は、紙ひもなどで十字に縛って束ねてください。

■雑誌や書籍、パンフレットなどは、紙ひもなどで十字に

縛って束ねてください。

■付せんやメモ用紙などの細かいものは、大きい封筒や紙袋

などにまとめていれてください。

■再生資源回収運動やちり紙交換などと区別するため、なる

べく「行政回収」と表示してください。

■以下のものは「⑨燃やせるごみ」へ出してください。

　●カーボン紙　●感熱紙（レシートなど）

　●防水加工紙（写真、紙コップなど）　●圧着はがき

　●においや油類がついた紙　●シュレッダーにかけた紙

■　　マークの表示があるものは「⑤その他の紙」へ出してく

ださい。

■大きいダンボール以外は、中身が判別できる無色透明または半透明の袋に入れて出してください。（できるだけ町会あっせんの無色透明袋をご利用ください。）

■収集日が同じ日であっても、品目①～⑥ごとに別々の袋に入れて出してください。（「かん」と「びん」を同じ袋に入れないでください。）

■処分する場合は、自ら指定引取所へ搬入するか、

購入店や販売店に引き取りを依頼してください。

■処分には、リサイクル料金が必要です。（購入店

などに依頼する場合は手数料が加算されます。）

■処分方法については、購入店や販売店、製品

メーカーにお問い合わせください。
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※マットはセミダブルまで

　スプリング付でも可

※マットはセミダブルまで

　スプリング付でも可

ふとん※ヒモでしばる
　（小さいものは
　　袋に入れる）

7月1日からは指定ごみ袋に入れて出してください。
　
●記入欄には、
番地（集合住
宅であれば部
屋番号）を記
入してくださ
い。ただし、各
収 集 場 所 の
ルールがある
場合には、それ
に従って記入
してください。

ごみのダンボール出しはやめましょう。
資源物は大切に！

pc-user
資料１




